
 
 

 

一 

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
指
定
食
肉
等
の
価
格
の
安
定
に
関
す
る
措
置
（
第
三
条
―
第
十
条
）
」
を
「
肉
用
牛
及
び
肉
豚
に
つ
い
て
の
交

付
金
の
交
付
（
第
三
条
）
」
に
、
「
第
十
一
条
―
第
十
六
条
」
を
「
第
四
条
―
第
九
条
」
に
、
「
第
十
七
条
―
第
二
十
三
条
」

を
「
第
十
条
―
第
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
十
七
条
―
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
四
条

―
第
三
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
―
第
三
十
条
」
に
、
「
第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四

条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
主
要
な
」
の
下
に
「
家
畜
又
は
」
を
加
え
、
「
価
格
の
安
定
又
は
」
を
「
交
付
金
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
の

交
付
」
の
下
に
「
又
は
価
格
の
安
定
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
肉
用
牛
」
と
は
、
政
令
で
定
め
る
月
齢
以
上
の
肉
用
牛
を
い
い
、
「
肉
豚
」
と
は
、
種
豚
以
外

の
豚
を
い
う
。 



 

 
 

 

二 

 
 

第
二
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
二
章 
肉
用
牛
及
び
肉
豚
に
つ
い
て
の
交
付
金
の
交
付 

 
 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
三
条 

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
標
準
的
販
売
価
格
が
標
準
的
生
産
費
を

下
回
つ
た
場
合
に
は
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
対
し
、
肉
用

牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て

「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
積
立
金
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と
い
う
。
）
の
積
立
て
に
要
す
る

負
担
金
を
支
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

イ 

標
準
的
販
売
価
格
が
標
準
的
生
産
費
を
下
回
つ
た
場
合
に
お
け
る
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
の
経
営
に
及
ぼ
す

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



 
 

 

三 

 
 

 

ロ 

肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
に
対
す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
そ

の
支
払
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

ハ 
積
立
て
の
額
そ
の
他
の
事
項
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

二 

そ
の
他
交
付
金
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
交
付
の
た
め
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 

２ 

交
付
金
の
額
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
及
び
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
ご
と
に
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚

の
標
準
的
生
産
費
と
標
準
的
販
売
価
格
と
の
差
額
に
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
再
生
産
を
確
保
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
（
積
立
金
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
当
該
期
間
内
に
当
該
生
産
者
が
販
売
し
た
こ
と
に
つ
き
機
構
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認

を
し
た
も
の
の
品
種
別
の
頭
数
に
相
当
す
る
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

３ 

積
立
金
か
ら
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
に
対
し
支
払
わ
れ
る
額
は
、
交
付
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
標
準
的
販
売
価
格
」
と
は
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
標
準
的
な
販
売
価
格
と
し
て
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
品
種
別
に
算
出
し
た
額
を
い
い
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
標
準
的
生



 

 
 

 

四 

産
費
」
と
は
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
標
準
的
な
生
産
費
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
品
種
別
に
算
出

し
た
額
を
い
う
。 

 
 

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
り
、
第
三
章
第
一
節
中
第
十
一
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
十
三

条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
九

条
と
す
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
（
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
十
九
条
第
二
項

並
び
に
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第

二
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
第
三
章
第
二
節
中
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一



 
 

 

五 

号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
」

を
「
第
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と

し
、
第
二
十
一
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」

を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
四
章
中
第
二
十
四
条
を
第

十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
指
定
乳
製
品
等
の
売

渡
し
）
」
を
付
し
、
第
三
十
一
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
二
十
六
条



 

 
 

 

六 

と
す
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
中
「
第
五
条
第
三
項
、
第
八
条
各
号
又
は
第
三
十
一
条
各
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
各
号
、
第
二
項
若
し
く

は
第
四
項
又
は
第
二
十
四
条
各
号
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
三
十
五
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
指
定
食
肉
若
し
く
は
鶏
卵
等
」
を
「
肉
用
牛
若
し
く
は
肉
豚
」
に
改
め
、
「
（
指
定
食
肉
に
係

る
家
畜
の
生
産
者
を
含
む
。
）
、
販
売
業
者
若
し
く
は
輸
入
業
者
」
を
削
り
、
「
、
販
売
価
格
若
し
く
は
在
庫
量
」
を
「
若

し
く
は
販
売
価
格
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
畜
場
（
肉
用
牛
又
は
肉
豚
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
肉

用
牛
若
し
く
は
肉
豚
の
生
産
者
か
ら
そ
の
生
産
し
た
肉
用
牛
若
し
く
は
肉
豚
（
牛
肉
又
は
豚
肉
を
含
む
。
）
の
販
売
の
委

託
若
し
く
は
売
渡
し
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
団
体
を
含
む
。
）
に
対
し
、
肉

用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
費
（
と
畜
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
（
牛
肉
又
は
豚
肉
を
含
む
。
）
の
販
売

価
格
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
 

 

七 

 
 

第
三
十
六
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二

十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
中
「
機
構
か
ら
」
の
下
に
「
交
付
金
又
は
」
を
加
え
、
第
六
章
中
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
九
条
中
「
第
十
二
条
第
八
項
若
し
く
は
第
三
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
若
し
く
は

第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
及
び
第
十
一
条 

削
除 

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

八 

 
 

 

イ 

肉
用
牛
及
び
肉
豚
に
つ
い
て
の
交
付
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
。 

 
 

第
十
条
第
一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
を
ハ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
ホ
の
」
を
「
ハ
の
」
に
改
め
、
同
号

ヘ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ト
中
「
ヘ
の
」
を
「
ニ
の
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条

第
二
号
中
「
国
内
産
の
牛
乳
を
学
校
給
食
の
用
に
供
す
る
事
業
に
つ
い
て
そ
の
経
費
を
補
助
し
、
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
号
ニ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
第
十

条
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
第
十
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
第
十
条
第
一
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
七
条
中
「
第
十
条
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
交
付
す
る
補
助
金
、
同
号
ニ
」
を
「
第
十
条
第
一
号
ロ
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
十
条
第
一
号
ハ
、
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

九 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
畜
産

経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
計
画
及
び
同
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含

む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 



 

 
 

 

一
〇 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
、

第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
第
〇
四
・
〇
二
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
四
条
第
一
項
」
を
「
第
一
七
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。 

（
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

 

一
一 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
肉
」
を
「
食
用
に
供
さ
れ
る
家
畜
の
肉
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ほ
ほ
肉
」
を
「
頬
肉
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
食
肉
（
以
下
「
指
定
食
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
」
を

削
り
、
「
第
十
条
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
食
肉
に
つ
い
て
の
」
を
削
り
、
「
第

十
条
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
を
削
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
中
「
補
助
金
に
つ
い
て
」
を
「
補
助
金
」
に
、
「
生
産
者
積
立
助
成
金
に
つ
い
て
」
を
「
生
産
者
積
立
助

成
金
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
号
ニ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
第
十
条
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百



 

 
 

 

一
二 

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
の
う
ち
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
三
の
改
正
規
定
中
「
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を

「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
一
第
〇
四
・
〇
二
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
五
項
ま
で
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 
 

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
六
条 

削
除  

 
 

第
九
条
中
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
第
十
条
第
一
号
イ
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 
 

第
九
条
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
第
十
条
第
一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
を
ハ
と

す
る
改
正
規
定
、
同
号
ヘ
の
改
正
規
定
、
同
号
ヘ
を
同
号
ニ
と
す
る
改
正
規
定
、
同
号
ト
の
改
正
規
定
、
同
号
ト
を
同
号
ホ

と
し
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
五
号
の
改
正
規
定
中
「
第
十
条
第

一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
を
ハ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
ホ
の
」
を
「
ハ
の
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ニ

と
し
、
同
号
ト
中
「
ヘ
の
」
を
「
ニ
の
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
国

内
産
の
牛
乳
を
学
校
給
食
の
用
に
供
す
る
事
業
に
つ
い
て
そ
の
経
費
を
補
助
し
、
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
」
を
「
第



 
 

 

一
三 

十
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中

「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
号
ニ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
第
十
条
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
中
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
第
十
四
条
の
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
第
十
八
条
第
一

号
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。  

 

第
五
条 

削
除 

 
 

附
則
第
八
条
中
「
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後

に
し
た
行
為
」
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
条 

削
除 

 
 

附
則
第
十
条
の
二
を
削
る
。 



 

 
 

 

一
四 

 
 

附
則
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で 

削
除 

 



 
 

 

一
五 

 
 
 
 
 

理 

由 
畜
産
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
生
産
者
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付

に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及

び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
早
期
に
実
施
す

る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。





 
 

 

一
七 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
千
百
五
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


